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  「文の京」の区民憲章最終まとめに向けた検討資料 
 

Ⅰ 区民憲章最終まとめに向けた検討の方向性（全体的意見・その他の意見等） 
 

【全般について（前回会議での検討を踏まえ）】（山田委員） 

①区民憲章の名称について 

 ⇒前回会議で発言したとおり、この条例は自治の基本的な枠組みを示すものであり、「文京区自治基本条例」

の方が実態を示していると考えます。 

②協働･協治 

 ⇒前回会議で確認されましたが、この言葉を使うとの判断に立つならば、資料 26 号のように「協働･協治」

は第１章（目的の部分）だけではなく、第２章までは使用してもよいかと考えます。 

③努力目標の表現について 

 ⇒区や執行機関などで表現されている「・・・努めます」は、最終報告書まではすべて「・・・します。」に

統一し、条文化する段階で再検討することが想定されます。 

 

【全体を通して読み直して気になること】（山田委員） 

①地方分権における自治について 

 ⇒地方分権一括法等により、国や都に対して対等の立場を確立する中で、自治体政府の権能と責任が高まり、

自治のあり方が問われていることを前段等で表現することが考えられます。 

②ＮＰＭの扱いについて 

 ⇒ＮＰＭとガバナンスは基本的に違う次元の話ですが、いずれも小さな政府を目指すものとして、ＮＰＭの

具体的な展開を想定した記述も想定されます。 

③各主体の取扱について 

 ⇒協働・協治に立場からは、「各主体は・・・対等な立場に立ち・・・」となるのは自然ですが、改めて考え

ると、区は区民の信託を受けた区長と区議会のもとで運営されているもので、区民等と区は対等な立場に

あるのかどうか、また、区の役割が保証役、調整役ならば、区民等との関係は対等ではないのではないか、

などの疑問が残ります。対等の立場を尊重するのではなく、権利･責務、役割を果たすこと（それぞれに期

待されている立場）に対して、相互に尊重し合うことが求められると考えます。また、区民と地域活動団

体等ともその立場は微妙に異なります。区民等として一括で扱いが適切なのかについても確認する必要が

あるかと思います。 

④議会の記述について 

 ⇒他の団体でも議会の記述を落としているところはなく、議会に対して過度に神経を使う必要はないかと考

えます。また、現在の議会の記述についても、例え参考であっても、十分な検討が必要と思われます。 

 

【区議会の責務について】（藤原委員） 

第５章 区議会の責務 については（１４－０６１０）（１８－４００２）の意見にもあるように、参考意見

として別枠ではなく、整合性のある章立ての中で、区民会議の考えをまとめて提出するべきかと思います。二

元代表であろうと区民会議の生い立ちがどうであろうと、委嘱を受けた区民代表として区議会がどうあるべき

か答申することは、なんら問題はないはずです。答申を受けた区長がそれをどう扱うか、区議会がその内容を

尊重するか無視するかは、区民会議の力の及ばないところですが、区民の率直な意見として最大限尊重して頂

けることを願うばかりです。 

 

【その他の意見】（松本委員） 

公募委員の条件として、全くの自戒であるが、以下の３点に努力を惜しまないこと。 

 １，自分の言いたいことより、言うべき事を簡潔にわかりやすく話す。 

 ２，他の意見を良く聞き、特に自分と違う意見を理解する。 

 ３，多くの意見を生かしながら、常に会の目的の構築をはかる。 

私が言うのも何ですが、反省と自戒を込めて、この３点を委員候補に確認したらと思う。必要なら、自分の

失敗談として話しますし、その重要性も説明します。 

人に言われるまでもなく多くの人には常識でしょうが、私のように認識不足には、やはり体験しないと理解

されない事でしょうか。 

 

【協働・協治に関するその他委員の意見】 

（藤原委員） 

〔１－１ 目的〕②案 

目的は豊かな地域社会の実現にしぼり、協働・協治はあくまで目的を達成するための手段であることを明確に

し、基本理念の章にゆずる。いずれにしても、協働・協治に対する抵抗が強いので、せめて定義の前にその言葉

を使うことを避け、別のわかりやすい言葉に置き換える。 

〔２－１－２ 協働・協治〕 

協治の概念になじみがないため、公共事業委託などを連想させ、丸投げ責任転嫁への不信感をよぶので、豊か

な地域社会や区民の利益のため、という条件をしっかり規定する。 

〔３－１－１ 区民の権利〕 

② 協働・協治の社会の創造に参画する権利というのは、持って回った言い方でわかりにくい。区政に参画する

権利、まちづくりに参画する権利というようにしてはどうか。 

（吉田委員） 

〔１－１ 目的〕 

①「区民憲章」の目的は、「協働・協治」を参画の基本原理と定め、そのルールを定めること 

（名方委員） 

〔３－１－１ 区民の権利〕 

分かりやすくすること。個別具体的な表現にすべきであるという指摘は、その通りだと考える。しかし結論的

には、中間報告そのままでよいと思う。 

例えば、「協働・協治の社会の担い手」という表現も「地域社会の担い手」と事務局案では書き換えていたが、

「協働・協治」の方がより具体的であり、なおかつ広範な意味を含むので、原案を通すことを提案する。 

〔３－３－１ 非営利活動団体の権利〕 

① 非営利活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として尊重されるとともに、協働・協治の社会の創造

に参画する権利を有します。 

  上記のポイントは、非営利活動団体の位置づけを新たに明確化したものであり、ぜひこのまま提示すること

を期待する。 

  事務局案は、やさしい表現にはしたが、その結果非営利団体の権利・責務が不明確になる印象である。表現

としては「協働・協治の主体である」ということははずすべきではないと考える。 

  また、協働・協治が重複してでてくることも新たに協働・協治という概念を定着させるためにはやむをえな

いと考える。 

 

【各主体の取扱いに関するその他委員の意見】 

（山田委員） 

〔２－２ 基本原則〕 

① 各主体は同等の扱いになっていますが、前述のとおり、区と区民等とでは微妙に違っています。特に、［２－

２－２自己決定・自己責任」「２－２－３対等な立場の尊重」については留意する必要がありそうです。 

（藤原委員） 

〔３－１－１ 区民の権利〕 

① 個人である区民と他の団体の権利が同等・同列ということに区民からの抵抗が強いようだ。しつこいようだ

が、権利は区民だけに規定して（他の団体構成員も区民なのだから問題はないので）責務だけ個別に規定して

はどうか。 
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Ⅱ 中間のまとめ項目ごとの意見 
 
 中間のまとめ 検討の方向性 修正案及び基本となる考え方の修正 

 前文   

 

（吉田委員） 

① 文京区の＜地域づくり＞において「文の京基本構想」との統一的を考えな

がら、文京区の将来イメージを感じさせるもの 

② 最高規範についてはあまり強調しない 

③ 「障害者」については第２節地域活動団体で触れてはどうか 

 

【修正案】 

最後の３行を、最初の３行目半ばにもってきてはどうか。 

「可能性に富んだこの地を、U真に潤い・安らぎ・豊かさを実感できるまちへ、

さらなる発展を願ってこの条例を定め、区民参画の仕組みを明らかにしま

す。U」 

 （以下は原案とおり） 

 

（藤原委員） 

① 憲章・憲法的性格→自治基本条例・自治の手法を定める手続き法的性格 

② 文京区の最高規範→自治体運営のすべてに適用される最高のルール、この

条例の趣旨に反する決め方で行われた決定は無効 

[(①－0816)(③－0210)(③－2002)(③－4003)意見関連]

 

 

【修正案】 

〔最後のパラグラフ〕 

 ・・・自治体運営の手法に関する最高（最上位）のルール（規範）として、

この条例を定めます。 

 

 

 

（山田委員） 

① 分権型社会において、基礎的自治体における自治が問われていることを言

及 

 

 

 

 

  私たちのまち文京区は、歴史的文化的遺産に恵まれた緑豊

かな地域です。私たちは、文化の香り高いまち文京区を誇り

としています。しかし近年、私たちを取り巻く社会環境は大

きく変化し続けており、積極的に行動を起こすことで、可能

性に富んだこの地を、新たな洗練と成熟の段階へとさらに発

展させていかなければなりません。 

 

現代の高度に都市化され価値観の多様化した成熟社会で、

良好な環境を維持しながら、真に文化的に幸福に暮らすため

には、区民一人ひとりが自律した存在として尊重されるとと

もに、「自分たちのまち」という意識を持ち、守るべきもの、

育むべきものを見極め、自己決定・自己責任のもとで行動す

ることを大切にしながら、男女が平等に参画し、合意を形成

し、協力し合うことが必要となっています。 

 

また、複雑化した公共的な課題に対しては、区民、地域活

動団体、非営利活動団体、事業者、区が対等の関係で協力し、

地域の社会資源を有効に活用しながら、解決を図ることが求

められています。 

 

そして、私たちのまち「文京区」でも、こうした仕組みに

より公共的な課題の解決を図ることが必要です。 

 

そこで、このような文京区内の多様な主体が公共的な課題

の解決を図ることにより地域を治めていくというガバナンス

の考え方を｢協働・協治｣と呼び、「文の京」文京区の自治の理

念として掲げます。 

 

私たちは、このような協働・協治の社会の創造のための理念

や基本的なしくみを明らかにし、真に潤い・安らぎ・豊かさを

実感できるまち文京区の実現のために、文京区の最高規範とし

て、この条例を定めます。 

  

【基本となる考え方の修正】（藤原委員） 

基本的な考え方は変わらないが、憲章という名称で最高規範となると、基本構

想や他の条例を「包含」するという意味に捉えられかねず、また文京区として

の意志や方針が示されないことに対する不安を与えかねないので、名称変更と

ともに手続き法的性格を明確にする。 

 第１章 総則   

 〔１－１ 目的〕【第 1案】 
○この条例は、文京区の自治の理念としての協働・協治の考え

方を明らかにし、各主体の権利と責務、さらにそれらを有効

に機能させるためのしくみを規定することにより、それぞれ

の果たすべき役割の自覚を促し、公共的な課題を各主体の参

（吉田委員） 

①「区民憲章」の目的は、「協働・協治」を参画の基本原理と定め、そのルー

ルを定めること（吉田委員） 

②まちづくりそのものの条例と混同されないよう注意すべき 

 

【修正案】  

この条例は、文京区の自治→参画の理念として、、、 

真に潤い・安らぎ、、、、は削除する 

 

 



160611 区民憲章区民会議 
【資料 第 29 号】  

 3

 

（藤原委員） 

①案：自治基本条例の性格を打ち出すことに伴い、条例の目的も地域自治の

実現にしぼり、「真に潤い・安らぎ・豊かさを実感できる」という理想の地

域社会像は前文だけにとどめる。 

②案：目的は豊かな地域社会の実現にしぼり、協働・協治はあくまで目的を

達成するための手段であることを明確にし、基本理念の章にゆずる。 

①②いずれにしても、協働・協治に対する抵抗が強いので、せめて定義の前

にその言葉を使うことを避け、別のわかりやすい言葉に置き換える。 

[(①－0816)(②－0820)(②－2004)意見関連]

 

【修正案】 

①案：この条例は、文京区における自治の理念を明らかにし、区民、地域活

動団体、非営利活動団体、事業者、区の権利や責務、およびそれらが協力

し合うしくみを定めることにより、持続可能な地域自治を実現することを

目的とします。 

②案：この条例は、・・・・それらが協力し合うしくみを定めることにより、

真に潤い・安らぎ・豊かさを実感できる地域社会を実現することを目的と

します。 

 

（山田委員） 

① 基本構想との関係について言及 

 

 

 

 

 の果たすべき役割の自覚を促し、公共的な課題を各主体の参

画と協働により解決するという新しい協働社会の実現を図

り、真に文化的で幸福を実感できる、持続可能な地域社会を

実現することを目的として定めます。 

〔１－１ 目的〕【第 2案】 

○この条例は、文京区における自治の理念としての協働・協治

の考え方を明らかにするとともに、区民、地域活動団体、非

営利活動団体、事業者及び区の協働により、協働・協治の社

会を創造するための基本的事項を定め、真に潤い・安らぎ・

豊かさを実感できる地域社会の実現を図ることを目的として

定めます。 

  

【基本となる考え方の修正】（藤原委員） 

原案では基本となる考え方について、意見が割れていたようだが、あまり詰

めていなかった。 

①か②か迷っていますが、やや①に傾いています。 

 〔１－２ 定義〕 
【各主体】 
○区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者及び区をいい

ます。 

【区民】 

○区内に住む人、働く人、学ぶ人をいいます。 

【地域活動団体】 

○地域の課題の解決や地域住民の連携を図るため、自主的に活

動を行う地域に根ざして形成された町内会、地縁による団体

などで、協働・協治の担い手になりうるものをいいます。 

【非営利活動団体】 

○社会的な課題に関して、自主的に自らの持つ専門性と創造性

を活かした活動に取り組む特定非営利活動法人などの民間の

非営利団体、市民団体などで、協働・協治の担い手になりう

るものをいいます。 

【事業者】 

○区民、地域活動団体、非営利活動団体以外で、区内において、

事業活動を行うものをいいます。 

【区】 

○区議会及び執行機関により構成される自治体政府のことをい

います。 

【協働・協治】  

○公共的な課題に対しては、区民、地域活動団体、非営利活動

団体、事業者、区が対等の関係で協力し、地域の社会資源を

有効に活用しながら解決を図る社会のあり方を意味する、ガ

バナンスという言葉で表される考え方をいいます。 

【社会資源】 

○情報、人材、場所、資金、知恵、技術等の区民活動を推進す

るために必要な資源をいいます。 
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 第２章 基本理念   

 第１節 協働･協治の社会の創造   

（吉田委員） 

① 「区民憲章」は参画する各主体の権利や責任、役割を定めるものなので、

これを＜基本理念＞とするのは言葉が不適切 

 

【修正案】  

第２章ー基本原則 

したがって 第１節も基本原則 

２－１－１ 個人の尊厳と品格→潤いある地域社会がベターでは（吉田委員） 

 

（藤原委員） 

① 第１節 自治の理念 

  〔２－１－１ 参画〕 

  目的に規定した自治の理念を前面に出す。 

  そして基本原則の参画（２－２－４）を理念の冒頭にもってくる。 

 

②〔２－１－２ 協働・協治〕 

協治の概念になじみがないため、公共事業委託などを連想させ、丸投げ

責任転嫁への不信感をよぶので、豊かな地域社会や区民の利益のため、

という条件をしっかり規定する。 

③  資料２６号の例示にある「品格、洗練、成熟」等の言葉は、前文ならと

もかく、条文中には相応しくないと思う。 

[(②－0820)(②－0306)〔③－0504)意見関連]

 

 

【修正案】 

第１節 自治の理念（または参画と協働） 

〔２－１－１ 参画〕 

各主体は、公共的な課題に対し主体的に意思を表明し、その解決を図るため

の活動に積極的に参画します。 

〔２－１－２ 協働・協治〕 

各主体は、相互に理解を深め、それぞれの果たすべき責任と役割を分担し、

豊かな地域社会と区民の利益のために力を合わせる、協働・協治の社会を築

きます。 

 

【基本となる考え方の修正】 

第１節の基本となる考え方に、協働・協治の前提として参画を加える。 

 〔２－１－１ 協働・協治〕 
○各主体は、協働・協治の考え方に基づき、相互に理解を深め、

それぞれの果たすべき責任と役割を分担し、助けあいながら

公共的な課題の解決をともに図ります。 

（山田委員） 

① 目指すべき都市像を示したいのは理解できますが、それは基本構想で示さ

れるべきもので、資料第 26 号にあるような「個人の尊厳と品格のある地域」

をあえて出さず、自治の枠組みとして「協働･協治の社会」を目指すことで

よいのではないでしょうか。 

 

 第２節 基本原則   

（藤原委員） 

① 〔２－２－２〕と〔２－２－３〕を入れ替えて、自己決定・自己責任の前

に対等な立場の尊重をもってきた方が、すんなり納得できる。そして対

等性を保障するために、区が支援することを盛り込む。 

② 〔２－２－４ 参画と協力〕は第１節に含めた方がよい。 

[(4－0806)(4－0807)意見関連]

 

【修正案】 

〔２－２－２ 対等な立場の尊重〕 

各主体は、協働・協治の社会を創造するために、互いの理解と信頼のもとに

対等な立場で活動し、また互いの自主的・自律的な活動を尊重します。 

区は各主体が対等な立場で活動できるよう、積極的に支援します。 

 〔２－２－１ 情報共有の原則〕 
○各主体は、協働・協治の社会の創造のため、個人情報の保護

に配慮しつつ、それぞれが保有する公共的な活動に関する情報

を共有化することを基本とします。 

 

 

（山田委員） 

① 各主体は同等の扱いになっていますが、前述のとおり、区と区民等とで  

は微妙に違っています。特に、「2-2-2 自己決定・自己責任」「2-2-3 対等な

立場の尊重」については留意する必要がありそうです。 

 

 

 〔２－２－２ 自己決定・自己責任の原則〕 
○各主体は、自ら決定し、自らの責任において活動することを

基本とします。 

  

 〔２－２－３ 対等な立場の尊重〕  
○各主体は、協働・協治の社会の創造にあたり、対等な立場に

立ち、相互理解と信頼関係を築いて公共的な活動を担います。

  

 〔２－２－４ 参画と協力〕 
○各主体は、公共的な課題の解決を図るための活動に積極的に

参画するとともに、自主的に調整し、協力しあい、連携を図

ります。 
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 第３章 区民等の権利、責務   

 第１節 区民の権利、責務   

（名方委員） 

① 分かりやすくすること。個別具体的な表現にすべきであるという指摘は、

その通りだと考える。しかし結論的には、中間報告そのままでよいと思う。

  例えば、「協働・協治の社会の担い手」という表現も「地域社会の担い手」

と事務局案では書き換えていたが、「協働・協治」の方がより具体的であり、

なおかつ広範な意味を含むので、原案を通すことを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 〔３－１－１ 区民の権利〕 
○区民は、協働・協治の社会を創造する主体として尊重される

とともに、協働・協治の社会の創造に参画する権利を有しま

す。 

○区民は、公共的な活動に関する情報を知る権利を有します。

○未成年の区民は、協働・協治の社会の担い手として、それぞ

れの役割に応じた参画の権利を有します。 

 

（藤原委員） 

① 個人である区民と他の団体の権利が同等・同列ということに区民からの抵

抗が強いようだ。しつこいようだが、権利は区民だけに規定して（他の団

体構成員も区民なのだから問題はないので）責務だけ個別に規定してはど

うか。 

[(⑤－0701)意見関連]

② 協働・協治の社会の創造に参画する権利というのは、持って回った言い方

でわかりにくい。区政に参画する権利、まちづくりに参画する権利という

ようにしてはどうか。 

[(5－0406)(5－0804)(4－2004)意見関連]

 

【修正案】 

〔３－１－１ 区民の権利〕 

＊ 区民は・・・情報を知る権利を有します。 

＊ 区民は、区政において、政策立案、決定、実施、評価の各段階に参画する

権利を有します。 

＊ 区民は、地域社会の担い手として、まちづくりや公共の課題の解決をはか

る活動に参画する権利を有します。 

＊ 未成年の区民は・・・参画の権利を有します。 

 

（名方委員） 

① ここでは、区民の自主性を尊重することが重要であると考える。それゆえ

に、事務局案で、「責任をもちます」から「責任を持たねばなりません」と

したことは区民の自主性を軽んじていると判断せざるを得ない。それゆえ

に、ここも原案通りでよいと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 〔３－１－２ 区民の責務〕 
○区民は、他の主体の自主的・自律的な活動を尊重します。 

○区民は、協働・協治の社会を創造する主体として、自主的・

自律的な活動を行うとともに、自らの発言と行動に責任を持

ちます。 

○区民は、協働・協治の社会を創造する活動に、自主的な判断

により参画します。  

（藤原委員） 

① 「自主的な判断により参画します」は必要ないが、入れるなら責務ではな

く権利にいれる。 

また、自主的自律的活動の尊重は２－２－２（対等な立場の尊重）に含め

て、責務の項をすっきりさせたい。 

[(5－0805)(5－0815)意見関連]

 

【修正案】 

〔３－１－２ 区民の責務〕 

区民は地域社会の担い手として、自主的・自律的に活動を行うとともに、自

らの発言と行動に責任をもたなければなりません。 

 第２節 地域活動団体の権利、責務   

 〔３－２－１ 地域活動団体の権利〕 
○地域活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として尊

重されるとともに、協働・協治の社会の創造に参画する権利

を有します。 

○地域活動団体は、公共的な活動に関する情報を知る権利を有

します。 

○地域活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として、

地域の課題の解決や住民相互の連携を図る活動を行います。

（名方委員） 

① 地域活動団体について、協働・協治の社会を創る主体であることを明言す

ることがここでは重要である。それゆえに、ここも原案通りにすべきである。

 

 〔３－２－２ 地域活動団体の責務〕 
○地域活動団体は、他の主体の自主的・自律的な活動を尊重し

ます。 

○地域活動団体は、協働・協治の考え方に基づき、自主的・自

律的な活動を行うとともに、自らの発言と行動に責任を持ち

ます。 

○地域活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体であり、

地域活動の重要性を認識し、地域の課題の解決や地域住民の

連携を図るため自主的・自律的にふれあいと活気のある地域
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づくりに取り組みます。 

 第３節 非営利活動団体の権利、責務   

 〔３－３－１ 非営利活動団体の権利〕 
○非営利活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として

尊重されるとともに、協働・協治の社会の創造に参画する権

利を有します。 

○非営利活動団体は、公共的な活動に関する情報を知る権利を

有します。 

○非営利活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として、

自らの使命に根ざした活動を行うことで、公共的な課題の解

決を図ることに取り組む権利を有します。 

（名方委員） 

① 非営利活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体として尊重されると

ともに、協働・協治の社会の創造に参画する権利を有します。 

  上記のポイントは、非営利活動団体の位置づけを新たに明確化したもので

あり、ぜひこのまま提示することを期待する。 

  事務局案は、やさしい表現にはしたが、その結果非営利団体の権利・責務

が不明確になる印象である。表現としては「協働・協治の主体である」と

いうことははずすべきではないと考える。 

  また、協働・協治が重複してでてくることも新たに協働・協治という概念

を定着させるためにはやむをえないと考える。 

 

 

 〔３－３－２ 非営利活動団体の責務〕 
○非営利活動団体は、他の主体の自主的・自律的な活動を尊重

します。 

○非営利活動団体は、協働・協治の考え方に基づき、自主的・

自律的な活動を行うとともに、自らの発言と行動に責任を持

ちます。 

○非営利活動団体は、協働・協治の社会を創造する主体である

ことの重要性を認識し、自主的・自律的に自らの持つ専門性

と創造性を活かした活動に取り組みます。  

（名方委員） 

 ① これも３－３－１と同様の理由から、原案通りにすることを要望する。 

 

 第４節 事業者の権利、責務   

 〔３－４－１ 事業者の権利〕 
○事業者は、協働・協治の社会を創造する主体として尊重され

るとともに、協働・協治の社会の創造に参画する権利を有し

ます。 

○事業者は、公共的な活動に関する情報を知る権利を有します。

（名方委員） 

① 英語では「private Sector」が原語であると判断する。その中心は「Company」

であることを鑑みれば、事業者という言い方よりも、企業もしくは会社とし

てほうがより分かりやすい。譲歩したとしても「会社等の事業者」とするこ

とはいかがであろうか。 

また、民間企業が公的サービスに参加すべきではないとの判断も多く見ら

れるが、むしろ反対に民間企業が生き生きと活動しない限り、Public Sector

である公共部門も活動できない。この視点を啓蒙することが、会社に対する

意識を変えることとして重要である。その意味でも、ここは「事業者」とい

う言い方を「会社等の事業者」にして協働・協治を支える主体であることを

明示する意味は大きいと考える。 

 

【修正案】 

事業者の権利を「会社等事業者の権利」とすることを提案する。 

 

 〔３－４－２ 事業者の責務〕 
○事業者は、協働・協治の社会を創造する主体であり、協働・

協治の社会の創造に関する理解を深め、地域での他の主体と

の対話・協働に努めます。 

○事業者は、その社会的責任に基づいて事業活動を推進する責

務を有します。 

（名方委員） 

① ここも３－４－１と同様の理由で、事業者を「会社等事業者」に変更する

ことを提案する。また、事業者の責務をより明確化するために、企業の社会

的責任やコンプライアンスについても言及することも重要であると考える。

【修正案 

「会社等事業者の責務」 

会社等事業者は、社会的責任を意識して活動を行い、コンプライアンスを遵

守し、社会の中に大きな役割を占めることを理解して活動する責務を有します。

 

 第４章 区の責務   

 〔４－１ 自治体政府としての基本的役割〕 
○区は、自治体政府として、「地方自治の本旨」に基づいて、住

民の福祉の増進に向けて、必要な施策を実施し、最少の経費

で最大の効果を発揮します。 

○区を構成する議事機関としての議会と、区長、区長の補助機

関及び行政委員会などの執行機関は、それぞれの責務を果た

すことを通して、共通の目標である「地方自治の本旨」の実

現を図ります。 

 

（山田委員） 

① 持続可能で健全な行財政運営の「主体」の扱い 

② ＮＰＭ（新公共経営）、行財政改革のニュアンスの導入 

【修正案】 

〔４－１ 自治体政府としての基本的役割〕 

区は、民間の経営手法を取り入れるなど、絶え間のない行財政改革に取り組

み、持続可能で健全な行財政運営を図ります。（６－１からの移動・表現修正）

 

【基本となる考え方の修正】 

〔４－１ 自治体政府としての基本的役割〕 

① 厳しい財政状況のもとで、区を構成する区議会と執行機関は、それぞれの立

場から、持続可能で健全な行財政運営を図ることが要請されています。（６－
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１からの移動） 

② 持続可能で健全な行財政運営を図るためには、民間の経営手法を導入するな

ど、絶え間ない行財政改革の取組みが必要です。 

 

 〔４－２ 保証役としての役割〕 
○区は、自ら公共的サービスの提供という役割を担うだけでは

なく、他の主体により公共的サービスの提供が適正に行われ

ることを保証するよう努めます。 

（山田委員） 

① 努力義務の表現の変更 

② 「行政関与のあり方に関する基準」にもとづくスタンスを明記 

【修正案】 

〔４－２ 保証役としての役割〕 

区は、自ら公共的サービスの提供という役割を担うだけではなく、効率性や

効果などの観点から区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者など他の主

体による公共的サービスの提供を積極的に進め、その場合、他の主体による公

共的サービスが適正に行われることを保証します。 

 

【基本となる考え方の修正】 

〔４－２ 保証役としての役割〕 

平成８年には行政改革委員会が「行政関与のあり方に関する基準」を掲げ、

民間でできるものは民間に委ねるという考え方に基づき、行政の活動を必要最

小限にとどめるとしています。 

 〔４－３ 調整者としての役割〕 
○区は、必要に応じて、区民、地域活動団体、非営利活動団体、

事業者の間の調整・調停を行う役割を担います。 

（山田委員） 

① 修正なし（語句統一のみ：区民、地域活動団体、非営利活動団体⇔区民等）

 

 〔４－４ 地域の担い手の育成支援〕 
○区は、他の主体の自主性や自律性を尊重しつつ、地域社会に

関心を持ち、公共的な課題の解決に参画する人々や団体の育

成を支援します。 

（山田委員） 

① 修正なし（語句統一のみ：区民、地域活動団体、非営利活動団体⇔区民等）

 

 第５章   

    

 第６章   

 〔６－１ 執行機関の責務〕 
○区長、区長の補助機関及び行政委員会などの執行機関は、協

働・協治の社会の創造のために、その権限と責任において公

正かつ誠実に職務の執行に当たります。 

○執行機関は、持続可能で健全な行財政運営を図ります。 

○執行機関は、区民ニーズの把握に努め、各部署が情報を共有

し、連携協力して、適正かつ迅速に公共的サービスを提供し

ます。 

（山田委員） 

① 表現の修正（４－１または６－１で、ＮＰＭ（新公共経営）、行財政改革

のニュアンスの導入） 

② 執行機関の行うべきこと（小さな政府実現の取り組み）を明記 

【修正案】 

〔６－１ 執行機関の責務〕 

① 執行機関は、協働・協治の社会の創造のために、その権限と責任において公

正かつ誠実に職務の執行に当たります。 

② 執行機関は、持続可能で健全な行財政運営を図ります。（４－１へ移動） 

③ 区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者など他の主体による公共的サ

ービスの提供を優先し、執行機関は、政策検討･調整、公権力の執行及び付帯

的な内部管理業務など、協働･協治を進める中で、必要最小限の体制づくりを

行います。 

 

【基本となる考え方の修正】 

〔６－１ 執行機関の責務〕 

協働･協治を進めることにより、執行機関が直接行う業務は削減され、効率的

で効果的な行財政運営が期待されます。協働･協治を契機として、行政のコアコ

ンピタンスを再定義することが求められます。 

 

 〔６－２ 区長の責務〕 
○区長は、区民の信託に応え、文京区の代表者として協働・協

治の社会の創造のために、公正かつ誠実に区政の執行に当た

ります。 

○区長は、区政の執行を通して実現すべき政策を区民に対して

明らかにするとともに、その達成状況についても区民に報告

します。 

○区長は、執行機関の長（トップマネージャー）として、効率

的かつ効果的な行財政運営を行います。 

（山田委員） 

① 行政経営のニュアンスの導入 

【修正案】 

〔６－２ 区長の責務〕 

① 区長は、区民の信託に応え、文京区の代表者として協働・協治の社会の創造

のために、公正かつ誠実に区政の執行に当たります。 

② 区長は、区政の執行を通して実現すべき政策を区民に対して明らかにすると

ともに、その達成状況について区民に報告します。 

③ 区長は、執行機関の長として、民間の経営手法を活用するなど、効率的かつ

効果的な行政経営を行います。 
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【基本となる考え方の修正】 

〔６－２ 区長の責務〕 

地方分権推進改革会議がシティマネージャー制の検討に言及したとおり、こ

れからの執行機関の長は、住民の代表としての性格とともに、執行機関の経営

者としての資質も問われています。 

 

 〔６－３ 区職員の責務〕 
○区の職員は、協働・協治の社会の創造のために、積極的に他

の主体と連携するという意思をもって、全力をあげて職務を

遂行します。 

○区の職員は、協働・協治の社会の創造のために、他の主体と

具体的な目標を共有し、その実現に向けて積極的に行動しま

す。 

（山田委員） 

① 小さな政府実現の取り組みで区の職員に期待されることを明記 

【修正案】 

〔６－３ 区職員の責務〕 

① 区の職員は、協働・協治の社会の創造のために、他の主体と具体的な目標を

共有し、その実現に向けて積極的に行動します。 

② 区の職員は、執行機関の補助機関として、政策検討･調整、公権力の執行及

び付帯的な内部管理業務などを必要最小限の体制で行います。 

 第７章 協働･協治   

 第１節 各主体の情報の公開   

 〔７－１－１ 行政情報の公開〕 

○区は、区民等の行政情報を知る権利を保障するとともに、区

民等の行政情報の公開を請求する権利を明らかにし、区民等

の区政への参画の促進を図り、区民等との信頼関係のもとに

公正で開かれた区政を実現するために、個人情報の保護に配

慮しつつ、行政情報を積極的に公開します。 

  

 〔７－１－２ 区の説明責任〕 

○区は、政策の立案から実施及び評価にいたるまでの過程にお

いて、区政について、区民等にわかりやすく説明する責任を

果たすよう努めます。 

  

 〔７－１－３ 区民等の情報公開〕 

○区民等は、それぞれが保有する公共的な活動に関する情報を

共有することができるよう、個人情報の保護に配慮しつつ、

その公開に努めます。 

  

 〔７－１－４  区民等の説明責任〕 

○区民等は、自らが行う公共的な活動等について、他の主体に

対し、わかりやすく説明するよう努めます。 

  

 第２節 各主体の参画   

 〔７－２－１ 政策立案・実施・評価の各段階への区民等の参画〕

○区は、協働・協治の視点に立って、その政策の立案、実施、

評価の各段階において、他の主体の参画を図ります。 

（松本委員） 

① 区のことを真剣に考える区民の不信感、疑心暗鬼を払拭し、安心でき、納

得行く形を明示できるよう、誠実に検討すべき。 

[（０５０８）, （２０１１）などの意見関連]

【修正案】 

［７－２－１ 政策立案・実施・評価への参画］ 

区は、（仮称）提案受付課、評価委員会などの仕組みを作り、区の政策の立

案・実施・評価の各段階において、積極的に他の主体の参画をはかります。 

 

［７－２－２ 区への提案制度］ 上記が採用された場合は削除 

区は、区民などが区政に関して提案できる仕組みをつくり、適切に対応しま

す。 

 

【基本となる考え方の修正】 

基本構想を作成したあとも、その後の検証が重要ということで、その審議会

を開き、追いかけ評価をしたが、たいへん意義のあることと感じた。絵の餅を

本物に替え、行政や今後も含めた協働による地道な事業努力を評価するために、

区民委員などによる、事業や審議会答申のその後の経過を評価する機関と、そ

の内容の公表が必要です。 
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政策提案制度（参画型区民の声制度、言い出しっぺ制度）とその受付機関区

に対して、単にああしたら、こうしたらという提案だけでなく、「区には、こ

ういう事業が必要だと思うので、自分は、あるいは自分たちは、ここのところ

で役に立てると思うから、区とあるいは、他の主体と協働したい事業の計画」

というような意見、提案を受け付ける機関と、それを評価する機関、及びその

公表。 

 

実際に協働を推進する為に、必要な常設機関と公表  

 １，提案受付窓口とその公表（プライバシー配慮で提案内容とその経過の公

表） 

 ２，事業評価委員会 （審議会答申後の現状報告、各協働事業評価など） 

 ３，協働についての総合相談窓口 できれば、行政区民などの協働による相

談所 

 ４，定期的な文京区協働会議   公募型問題提議、公募参加、交流。 

  以上の内容については、ホームページなどでプライバシー配慮の上、要約

程度を全て公表し、区民に関心を奮起させることが重要です。 

 

 〔７－２－２  区への提案制度〕 

○区は、区民等が区政に関する公共的な提案ができるように努

め、提案に対しては協働・協治の視点に立って対応するしく

みをつくります。 

  

 〔７－２－３ 各主体相互の活動への参画〕 

○各主体は、公共的な課題の解決を図る活動に相互に参画しあ

い、連携を図るために対話し、交流し、学びあいます。 

○区は、各主体が相互に活動に参画し合えるような場をつくる

ように配慮します。 

（山田委員） 

① ７－２－３の各主体は区を除くものと考えられます。 

【基本となる考え方の修正】 

７－２－１の具体的なアイディアとして、一部の関心のある区民が、公募委

員になったり住民説明会やパブリックコメント等で意見を表明する今の状況を

変え、裁判員制度のように、一般の区民が義務として政策プロセスに参画する

制度を提案したいと思います。 

 第３節 各主体の意思の表明   

 〔７－３－１  区の意思表明〕 

○区は、区政運営の基本的な指針や政策について、区民等に周

知し、その意思を明確に表明するよう努めます。 

（山田委員） 

① 第３節は「各主体の意思の表明」となっていますが、各項目の主語はいず

れも「区」であり、区を除く主体の主体的な意思の表明の姿勢が見えにく

くなっています。7-3-2 などは、区民等（区を除く主体）を主語にした表現

に変えることが考えられます。 

 

 〔７－３－２  区の政策等への区民等の意見表明手続き〕 

○区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、区民等からの意

見等を聴取し、それに対する区の考え方を公表しなければな

りません。 

  

 〔７－３－３ 住民投票〕 

○区は、文京区にかかわる重要事項について、直接区民の意思

を確認するため、住民投票制度を設けることができます。 

○住民投票の制度及び実施に関し必要な事項は、別に条例で定

めます。  

（松本委員） 

① 特に区民の意志表明の権利として、わかりやすく表記すべき。 

[（０９１２）, （０９１３）などの意見関連]

【修正案】 

① 区は、文京区にかかわる重要事項について、区民の意志を尊重するために住民

投票制度を設けることができます。 

② 住民投票の制度及び実施に関し必要な事項は別に条例で定めます。 

③ 区は条例で定めた住民投票を行う場合、区民の意志を尊重できるよう、住民投票

の結果の取り扱いを、あらかじめ明らかにしておきます。  

 

【基本となる考え方の修正】   

現在の住民投票の制度は、住民の意志を反映するのに、たいへん使い勝手が悪く

実用的ではありませんが、住民にとっては、最後の手段となる重要な制度です。  

 

① 住民投票は、区の行政、区民にとっても大きな負担のかかる制度ですから、軽々

しくは実施できない事として、例えば、条件を１０分の１と厳しくする。 
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② 区民の信頼を得る為には、住民投票によって過半数を超えた場合、区民の意思

を最優先する事をあらかじめ明記する事が必要です。 

 

現時点での住民発議の住民投票は、条件も厳しく大きな負担を伴う訳ですから、そ

の困難を乗り越えて、住民投票による区民の意志が表明された時は、その、区民の

意志を最大に尊重し、あらかじめ議会などとのねじれがおこらない条例としておかな

ければ意味がなく、区民の信頼を得られないと思います。 

 

○ 基本的な住民投票条例を定めた上で、事案により、投票有権者の年齢要件、住

所要件など それぞれ付帯的な要件を検討する。 

 

中間のまとめは、住民投票の内容に合わせて条例をそれぞれ決めるような文章で

すが、まず、基本的な住民投票条例を定めて、住民の信頼を得た上で、事案により、

投票有権者の年齢要件、住所要件など それぞれ付帯的な要件を検討すればいいと

思います。 

 第４節 協働・協治の推進体制   

 〔７－４－１ 各主体の社会資源の活用等〕 

○各主体は、協働・協治の推進にあたっては、それぞれが社会

資源を活用するとともに、自ら社会資源を創出し、相互に提

供しあうように努めます。 

  

 〔７－４－２ 区外の人々との連携・協力〕 

○各主体は、様々な取り組みや活動を通じて、区外の人々、団

体、行政などと、あらゆる方法で積極的に連携・協力します。

  

（藤原委員） 

① 区は、実質的には平等でない各主体が、協働・協治の活動に対等かつ公平

に参画できるよう、情報面、財政面で支援する責任がある。 

[(②－0109)意見関連]

 

 

 

 

 

 

 〔７－４－３ 協働・協治推進のしくみ〕 

○区は、他の主体とともに協働・協治の推進のしくみづくりを

進めます。 

（山田委員） 

① ７－４－３の協働･協治推進のしくみづくりは大変重要であり、具体的に

何を行うかをある程度は明記してもよいのではと考えます。 

【修正案】 

区は、他の主体とともに協働･協治の推進組織を設置するなど、協働･協治の

推進のための仕組みをつくります。 

 

【基本となる考え方の修正】 

協働･協治の推進組織としては、全区的組織のほか、地域別組織（地域自治組

織など）の展開の可能性も視野に入れたいと思います。 

 〔７－４－４ 区における条例の尊重義務〕 

○区は、他の条例の制定や政策の実施などにあたり、この条例

の趣旨を尊重するものとします。 

 

 

（藤原委員） 

① 自治体運営のすべてに適用される最上位の条例として、この条例の趣旨に

反する決め方で行われた決定は無効とする。既存の不整合の政策等は改廃

等で徐々に整合をはかる。 

[(11－0401)(11－0814)意見関連]

 

 

  （藤原委員） 

① 区長は就任にあたり、条例遵守を宣言する。 

選挙により選ばれた区長がこの条例の趣旨に反対の時は、住民投票によりこ

の条例の改廃か区長の退任かを選ぶ。 

〔(⑧－0312)意見関連〕
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 【参考意見】   

 第５章 区議会の責務   

 第 1節 区議会の基本的責務   

 〔５－１－１ 区議会の基本的責務〕 

○区議会は、直接選挙により区民から信託を受けた議員によっ

て構成された意思決定機関であり、条例、予算等の議決により

意思を決定するとともに、区長及び執行機関が政策を適正に執

行しているか監視します。 

  

 第 2節 協働・協治の社会における区議会の責務   

 〔５－２－１ 区議会の公開と情報共有〕 

○区議会は、その活動にあたって会議及びその審議記録の公開

を進めるとともに、あらゆるメディアを通じ、広く議会関係

の情報の公開に努めます。 

  

 〔５－２－２ 区民の意思の集約〕 

○区議会は、その活動にあたって常に区民の意思を掌握し、そ

の意思を反映するよう努めます。 

  

 〔５－２－３ 区議会の活性化〕 

○区議会への区民参加、区民等と議員との直接対話の場の提供

など、わかりやすく開かれた議会運営をめざし、また、政策

論議の充実、審議方法の改善などにより区議会の活性化を進

め、区議会に対する区民の関心を高め、信頼と理解を得られ

るよう努めます。 

  

 議員の責務   

 〔５－３－１ 議員の責務〕 

○区議会議員は、住民からの信託を自覚し、政策立案能力や審

議能力の向上に努め、広く区民と対話する等、自らの考えや

活動を区民に知らせます。 

○区議会議員は、住民全体の代表者としての立場に立ち審議を

進めます。 
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